
一戸Ｆ告示第 １７１号

令和 ７年 １０　１　２４　日

１　 工事概要

（１）工 事名

（２）工事４所

（３）工事甄１容

条件付一般競争入札ぬ告

一万作長　小賢者　美　を一手

一戸ぢ終末処肖１場終沈汚た掻有機改築更新工事

二胼郡一戸ぢ楢ＬＵ学屏船鸚地鸚

最終沈澱池汚Ｒ掻寄機の‾ｔ新　　　 一式

・既設汚ミ掻有機の撤宍

・新鼈汚ミ掻有機の製作八び据付

・工事中の仮設終沈設備の鼈置八び管ミを含む

（４）工　　期　　 ４８０日回

２　 入札予定 日　　 令和 ７年 １１　ｊ　１２　日（水） 午前 １０ 毀００分

会場　岩手県二‾戸郡一戸別高善寺宇大Ｊ ＩＩ 鉢２４番地９

一ＦＦ役場庁舎　 ３階　大会議ま

３　 入札参加資格

（１ ）　 令加 ７・ ８年度ぢ営を数工事請負資格考佑簿に機械鼈備工事のを録かお る者。

（２）　 屏成 ２２ 年度八降に、 下水道施鼈の水処理纖械数備工事（翳繕を除 く。 ）について、元

請と しての施工実績を有するこ と。

（３）次にｍげる 要件を満たしてい るこ と。

①　地力 自治ま施行令 （［］回 うＦ口２２年政令第１６ル）第 １６７条の４ 第１ 項の規定に該肖しない者

であ るこ と。

②　建鼈業法 （ＨＲ和 ２４ 年法律第 １００倚）第 ３条第１ 項の規定によ る許ｉｉＴを受けているこ

と。
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③　を恢業法第２７条の２３第 ２項に規定す る経営事項審を（総合評定値を取得 しているも

のに張る。） の有効零叉（経営事項審まの審ｔを凖日 から １年 ７Ｊｊ） を経るしていない

こと。

④　会社更生法（平成 １４ 年法律第 １５４そ）にぷづ きぞ生手続開始の 申立てが なさ れて いる

者又は只事再生法 （平成１ １年法律第２２５ 脣） に‾嵬づ き再生手続黶姑の 申立てが なさ れて

いる者（ただ し、 ‾覧生手続又は再生手続開始の決定後、 入札参加資格の再認定を受けて

いる場合を除 く。 ）でないこと。

⑤　条件付一般競争入札参加資格確認申請書の串請の日から落札決定の 日までの期間に、

次のいずれかに該肖していないこと。

ア　 Ｆ営建設工事に係 る指名停止等措置ｔ市 （平成１５年 １１　１　２５　日制 定。 八下 「措置ｔ

市」 とい う。 ）及び県営建設工事に係る 指名 停止等措置基準（平成 ７年 ２ｊ ９日 岩手県

鼈定）に基づ く指名停止又は文書警告を受け てい る者であ るこ と。

イ　 建設業悵第２８条第３ 項又 は第 ５搾の規定に より が象工事に対応す る業隻について発

手県において営業の停止を命ぜ られた者で、 申請の日 から落札決定の日 までの間 にその

を分の期聞か経過 していない者であ るこ と。

⑤　条件付一般競争入札参加資格確售申請書の提けｉ 日祖在において措置ぶ市にｔづ く文書警

告を受けてか ら１ ｊ］ を経るしているこ と。

⑦　 １に示した工事に ２に示す入札日までに雇用 している者を圭任技術者と して髱置でき

るこ と。 ［製作期回と 工事期回で９Ｊガ の技術者髱置を７ｉ］‘能 とす る、 製作期間の技術者は

他工事の製作期間 を兼任凧能と する 。）

⑧　ぢ税の滞納がない こと。

⑨　ふ下に定める届范の義務を履行していない者 （肖該届ｍの義務がない者を除く。 ）で

ない こと。

・４康保険法 （大ｊＥ １１ 年法律第 ７０ 昜） 第４８条の規定による届范の義務

・厚生年金保険也 （ＦＷ加 ２９ 年法律第 １１５号）第 ２７ 条の規定による届出の義務

・雇用保険法 （昭和４９年法律第１１６ 号） 第７条の規定による届ｉの義務

４　 照会先　 郵便番号 ０２８－５３ １１　 岩手県二Ｆ郡一戸Ｆ高善寺宇大川鉢 ２４ 番地９

一Ｆぢ上下水道氛　常詰番号 ０１ ９５－３３－４８５２

５　 入社説鴉書の祉イ才期愾‾ｋびＲ付揚所　令和 ７年 １０ 大ｊ　２４　日（を） から令和 ７年 １０　ｙｘ　３０　日

（木）までの一戸剛の休日 に関する条例 （平成２年一戸ｍＴＦ条例第８ 号） に規定する一‾戸町の休

日（八下 「休 日」 とい う。 ）を除く 毎日 午前 ８　ＦＩか３０分から 」Ｅ午まで八び午後Ｔ目嶌から午後５

時まで、 ４の場所で交付。

６　 申請書類　一ＦＦ上下水道課が髱付する条件付一般競争入札参加資格確ミ中獵書（回Ｔｒ営‾き設

工事の請負契勸に係る条件付一般競争入札実施‾朧領 （平成２４年一ドぢ告示第 ９７ 昜。 耻、下「要

領」 とい う。 ）様式第 ２や）を提ｉする もの とす る。



７　 配付期間並びに配付場所及び申請書類の提出場所　令和 ７年 １０ ｊ］ ２４ 日（金） から令和 ７年

１０　１　３０　日（木） までの休 日を 除く 毎日 午前 ８時 ３０ 分か らｊ五午まで八び午後 １時から 午後５

時ま で、 ４の場所に持参の うえ 、１ 部を提范する こと とし、郵送に よる 提ｍ は認めな い。

８　 設計回書の回覧攷び貸出　 令和 ７年 １０　１　２４　日（を） から 令和 ７年 １１　ｊ　１１　日（火） までの

休日 を除 く毎 日午前８ 時３０分からｍ午まで‾瓦び午後１ 時か ら午後５ 時ま で、 ４の場所で回覧

八び貸しｍしをす る。 貸しｉしは、 １希ちた り２ ゆ間 とする。

９　 入札の無効　 このぬ告に示した入札参加資格のない者のした入札、 入札者に求め られる義務

を履行しなかった者のした入札、その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

１０　 その他

（１）手続におい てせｍす る言語八びを籏は 日本語ｙび日 本国丿責 とす る。

（２）入札イ宋証をは免肓する。

（３）契めイ宋証をは契剔額の １００哘の１０髟、上の額を納イ才する こと 。ただし、一‾Ｆ黙寮オ務規ｍ

（Ｆ昭和 ５０ 年一ＦＦ規ｍ第１７号）第 １３２条第１ 項各そに掲げる担保の提供をもって契約保

簷Ｅ金の翕暁に代 える こと がで きる 。ま た、 一ドぢ財務規ｍ第 １３ １条第１ 号又は第 ２そに葹

げる場合は、 契め保節ミ金の納付を免除する。

（４）本工事 は、 予定イ私鳬を事後価表 とす るこ と。

（５）入翫毀に積算の内訳 （数ｔ、 単価八びを額）を篤ちかに した工市費肖１訳書（要領様式第７

哘） を提出す るこ と。 工事費内訳書 と第 １回 目の入札書の金額は一致さ せる こと とし、―

欲し ない場合は失格と なる こと 。な お、 入札 と回 時に工事費内訳書 を提 け４ でき ない場合

は、 ｀芭該入札に参加でき ないこと。

（６）６ の書類にま偽のお載を した者にがしては、措置あ準にぷづき、 指竡停止の措置を行うこ

とが ある。

（７）６ の書類の提ｍ者には、 条件付一般競争入札参加資格確售結匹祕害（要領様式第６ そ）

を令和７ 年１１　Ｊモ１　１０　日（ｙｘ）までに送付する。

（８）３ の入社参加資ちを満た している者であっ ても、不‾を又は不誠実な概為があった場白、経

営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、 参加資格を簒めないこ とが

ある。

（９）入札参加資格がない と認められた串読者は、条件付一般競争入社参加資措確認結果丿知書

によ ち竟知の あっ た日 から令和 ７年 １１ 天１ １１ 日（火） までの間、書簍Ｘ （様式任意） によ りそ

のを甄の説隰 を求 める こと がで きる。

渕　 その他詳細については、－‾戸別上下水を噤、がＥイ才する条イ牛付一般競争入社説獸書八び条件

付一般競争入札む得による。

齟　俗会牡年度における請負代金のま払犧度額等に関する事項



この工事は継続費に係る契約であり 、各会計年度における請負代金の支払璋、度額‾反びぷ来

高予定額の割合は次の とお りと する。ただし、予算上の都合その他のぬ要が ある とき は、

変更する ことがある。

令和 ７年度　　　　 令和 ８年度　　　　　　計

支払張度額　　　　　　１２ち程度　　　　　８８％程度　　　　　 １００‰

㈹、来高予定額　　　　　１４％程度　　　　　８６（Ｘ）程度　　　　　 １００（髷


